
岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 高齢者が運転する自動車による交通事故の防止及び事故発生時の被害軽減のため,自動車に

後付けの自動車急発進抑制装置を取り付けた者に対して，予算の範囲内において岡山市自動車急発

進抑制装置整備費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし，その交付に関しては，

この要綱に定めるほか，岡山市補助金等交付規則（昭和４８年市規則第１６号。以下「規則」とい

う。）に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は，規則において使用する用語の例による。 

２ この要綱において次に掲げる用語の意義は，次の各号に定めるところによる。 

 （１）自動車急発進抑制装置 後付け急発進抑制装置としての機能を有する装置のうち，国土交通省

による性能認定を受けているものをいう。 

（２）自動車 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定する自動車（自動

二輪車を除く。）をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けようとするもの（以下「申請者」という。）は，次の各号のいずれにも

該当する者とする。 

（１）補助金の交付申請時において，市内に住所を有する６５歳以上の者 

（２）非営利目的かつ自ら使用する自家用自動車に自動車急発進抑制装置を整備する者 

（３）自動車運転免許証を保有する者 

（４）市税を完納している者 

（５）暴力団員（岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号。以下「条例」という。）第

２条第２号に規定する者をいう。以下同じ）に該当しない者，かつ，条例第２条第１号に規定する

暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持たない者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，次の条件を満たす自動車

に後付けの自動車急発進抑制装置を取り付ける事業とする。 

（１）自動車検査証の使用者の氏名の欄に，申請者の氏名の記載があること。 

（２）市内業者により整備が行われるものであること。 

（補助金の交付の制限） 

第５条 他の補助制度の対象となっているものについては，補助金の交付の対象としない。 

（補助対象経費） 

第６条 補助対象経費は，本体価格及びその整備に要する費用とする。 

（補助金額） 

第７条 補助金額は，予算の範囲内において補助対象経費の２分の１以内の額とし，４０，０００円

を限度とする。この場合において，１，０００円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てるも

のとする。 

（交付の申請） 

第８条 申請者は，岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提

出するものとする。 



２ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市長が必要と認める書類は，次のとおりとする。 

（１）整備費用の内訳の記載された見積書 

（２）自動車検査証の写し 

（３）運転免許証の写し 

（４）市税を完納していることを証明できる書類 

（５）前四号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

３ 規則第５条第２項の規定に基づき，同条第１項第１号から第４号までの書類の添付は要しないも

のとする。 

（交付の決定） 

第９条 市長は，補助金の交付の決定をしたときは，岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付

決定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，規則第６条第１項の検討の結果，補助金の交付が適当でないと認めたときは，岡山市自

動車急発進抑制装置整備費補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものと

する。 

（計画変更等の承認） 

第１０条 申請者は，規則第１２条の規定により，補助事業等の内容その他申請に係る事項を変更し

ようとするとき，又は補助事業を中止し，もしくは廃止しようとするときは，遅滞なく岡山市自動

車急発進抑制装置整備費補助金内容変更・中止（廃止）申請書（様式第４号）を市長に提出し，そ

の承認を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の申請があったときは，当該申請に係る審査等により適当であると認めるときは，

遅滞なく申請者に，岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金内容変更・中止（廃止）承認決定通

知書（様式第５号）により通知する。 

（状況報告，着手届及び完了届の免除） 

第１１条 規則第１３条に規定する状況報告及び規則第１５条に規定する補助事業等着手・完了届の

提出は要しない。 

（実績報告） 

第１２条 当該事業が完了したときは，岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金実績報告書（様式

第６号）に次に掲げる書類を添付し，市長に提出しなければならない。 

（１）領収書の写し 

（２）自動車急発進抑制装置整備証明書（様式第７号） 

（３）前二号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

（補助金の確定） 

第１３条 市長は，前条の規定による実績報告を受けたときは，その内容を審査し，交付の決定の内

容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，岡山市自動

車急発進抑制装置整備費補助金確定通知書（様式第８号）により申請者に対し通知するものとする。 

（交付請求及び交付） 

第１４条 申請者は，前条に規定する補助金の確定通知を受けたときは，岡山市自動車急発進抑制装

置整備費補助金交付請求書（様式第９号）により，すみやかに市長に補助金の交付を請求するもの

とする。 

２ 市長は，前項の規定による補助金の交付請求があったときは，すみやかにその内容を審査し，適

当であると認めたときは，補助金を交付するものとする。 



（補助金の返還） 

第１５条 市長は，申請者が補助金の交付の決定内容若しくはこれに付された条件又は規則若しくは

この要綱の規定に違反したときは，規則第２０条及び第２１条の規定により，当該交付の決定の全

部又は一部を取り消し，及び既に交付した補助金の全部又は一部を，岡山市自動車急発進抑制装置

整備費補助金返還命令書（様式第１０号）により返還を命ずるものとする。ただし，市長が，次の

各号のいずれかに該当すると認めた場合は，この限りでない。 

（１）天災等による破損等申請者の責めに帰すべきでない事由で当該整備済自動車を処分するとき。 

（２）その他市長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。 

（財産処分の制限） 

第１６条 規則第２４条ただし書きの市長が定める期間は，補助金の交付の目的を勘案して１年とし，

補助金交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，又は担保に供してはならない。 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和６年５月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は，令和８年３月３１日（以下「失効日」という。）限り，その効力を失う。ただし，

失効日前に申請がなされたものに係る補助金については，なお従前の例による。 

附則 

この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 



様式第１号（第８条関係） 

  年  月  日 

岡山市長 様 

申請者（補助対象者）         

住  所              

氏  名              

電話番号              

 

岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付申請書 

 

岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付要綱第８条の規定により，次のとおり申請します。 

※この申請書は，岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金の目的以外で使用することはありません。 

※裏面にも確認・記入する箇所があります。 

運 転 免 許 証 
生 年 月 日 年   月   日 

有 効 期 限 年   月   日 

補 助 対 象 車 両 
車 名  

自動車登録番号または車両番号  

補助対象経費(消費税込み) 円 

交 付 申 請 額 

※①と②で少ない方の金額 

①補助対象経費×１/２※千円未満切り捨て 

②４万円 
円 

自動車急発進 

抑制装置 

(整備する装置

の□に✓記入) 

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   



 

 

 

申請にあたっての誓約事項（内容を確認し、□に✓を記入してください。） 

 

 

 

 

添付書類確認（下記について添付できているか必ず確認し，□に✓を記入してください。） 

 

 

 

誓 約 事 項 

□ 補助金の交付を受けましたら，急発進抑制装置を設置した自動車

を適正に使用し，補助金の受領日から１年間は，補助金の交付の

目的に反して使用，譲渡，交換，貸付，売却等をしません。 

□ 申請者は暴力団員でなく，かつ，暴力団及び暴力団員と社会的に

非難されるべき関係を有する者ではありません。 

□ 見積書（原本又は写し）  

□ 自動車検査証の写し  

□ 自動車運転免許証の写し  

□ 滞納無証明書（原本）  



様式第２号（第９条関係） 

岡山市指令  第  号 

年  月  日 

 

 

            様 

 

 

岡山市長          印   

 

 

岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金の交付については，次の

とおり決定したので岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付要綱第９条第１項の規定により通

知する。 

 

 

 

交付決定額 金       円 

 

 

 



様式第３号（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

            様 

 

 

岡山市長          印   

 

 

岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金不交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金の交付について，下記の

理由により交付しないこととしたため，岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付要綱第９条第

２項の規定により通知する。 

 

記 

 

不交付理由   

 

 



様式第４号（第１０条関係） 

                                                         

                                                     年  月  日 

 

岡山市長  様 

申請者                

住  所              

氏  名              

電話番号              

 

 

岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金 
内 容 変 更 

中止（廃止）
申請書 

 

 年 月 日付け  第  号により交付決定を受けました岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助

金について，岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付要綱第１０条第１項の規定により，下記

のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の変更・中止（廃止）内容 

 

 

 

２ 変更・中止（廃止）の理由 

 

 

 

※変更の場合は変更内容が分かるものを添付すること。 

 



様式第５号（第１０条関係） 

                                                          第     号 

                                                      年  月  日 

 

           様 

 

岡山市長         印    

 

 

岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金 
内 容 変 更 

中止（廃止）
承認決定通知書 

 

 年 月 日付け  第  号により交付決定した岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金につい

て，下記のとおり承認を決定したので，岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付要綱第１０条

第２項の規定により通知する。 

 

記 

 

１ 変更・中止（廃止）の内容 

 

 

 

２ 変更・中止（廃止）の理由 

 



様式第６号（第１２条関係） 

 

  年  月  日 

 

岡山市長 様 

 

 

申請者                

住  所              

氏  名              

電話番号              

 

 

岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金実績報告書 

 

年 月 日付け  第  号により交付決定を受けました岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助

金について，岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付要綱第１２条の規定により，下記のとお

り報告します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額 

   金      円 

 

２ 実績額 

   金      円 

 

３ 補助金請求額 

   金      円 

 

４ 事業完了年月日 

     年   月   日 

 

５ 添付書類 

 

 



様式第７号（第１２条関係） 

  年  月  日 

岡山市長 様 

 

整備事業者 住所又は所在地                 

店舗及び支店の名称                 

代 表 者 又 は                 

店長（営業所長）名                 

 

自動車急発進抑制装置整備証明書 

 

次のとおり，自動車急発進抑制装置を整備したことを証明します。 

 

整備担当者氏名  電話番号  

 

申請者氏名  

整備年月日 年    月    日 

整備車両 自動車登録番号または車両番号  

自動車急発進 

抑制装置 

（整備した装置 

の□に✓記入） 

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   

□   



様式第８号（第１３条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

 

           様 

 

 

岡山市長          印   

 

 

岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金確定通知書 

 

年 月 日付けで実績報告のあった補助事業については，次のとおり補助金額を確定したので岡山

市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付要綱第１３条の規定により通知する。 

 

 

 

交付確定額 金       円 

 

 

 



様式第９号（第１４条関係） 

 

  年  月  日 

 

岡山市長 様 

 

 

申請者                

住  所              

氏  名              

 

 

岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付請求書 

 

年 月 日付け  第  号により交付決定を受けました岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助

金について，岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付要綱第１４条第１項の規定により次のと

おり請求します。 

 

 

請求額 金       円 

 

 

振込先口座 ※申請者本人名義の口座に限ります。 

金融機関名  

本支店・出張所名  

預 金 種 別 

（〇をつけてください） 
１ 普通    ２ 当座 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  

 

  添付書類確認（下記について添付できているか必ず確認し，□に✓を記入してください。） 

☐振込先口座の通帳の写し 
金融機関名，支店名，預金種類，口座番号，口座名義人

が記載された部分の写し 

 



様式第１０号（第１５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

岡山市長         印    

 

岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金返還命令書 

 

年 月 日付け  第  号により交付を決定した岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金につ

いては，岡山市自動車急発進抑制装置整備費補助金交付要綱第１５条の規定により，下記のとおり返

還を命ずる。 

 

記 

 

１ 返還額 

   金        円 

 

 

２ 返還を命ずる理由 

 


